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「幼稚園で新型コロナウイルスの感染者等が発生した場合の流れ」について 
 

盛夏の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。7月も残りわずかとなりましたが、近郊の感染

者数の報道も収まる事はなく、ご心配なことばかりかと存じます。 

さて、この度川崎市とも相談の上、幼稚園で新型コロナウイルスの感染者等が発生した場合の一般的な流

れをまとめましたので、有事の際の参考になればと考え、7月時点の情報としてお知らせ致します。 

 

◎濃厚接触者とは 
「濃厚接触者」とは、新型コロナウイルス感染症確定患者の感染可能期間（患者の発症の 2日前から入院

または自宅等での療養の開始までの期間）に接触した者のうち、次の範囲に該当する者である。 

◼ 新型コロナウイルス感染症確定患者と同居あるいは長時間の接触（車内、航空内等を含む）があ

った者 

◼ 手で触れることのできる距離（目安として 1 メートル）で、必要な感染予防策なしで、「新型コ

ロナウイルス感染症確定患者」と 15 分以上の接触があった者（周辺の環境や接触の状況等個々

の状況から患者の感染性を総合的に判断する）。 
 

➢ 濃厚接触者の濃厚接触者という概念はない 

➢ 濃厚接触者に特定された≠新型コロナウイルス感染者 

➢ 濃厚接触者の範囲は、保健所により決定 

 

【園児・教職員】（基本的に体調のすぐれない場合には、登園を自粛していただく） 

 呼吸困難・倦怠感・高熱等の強い症状  →帰国者・接触者相談センターへ相談 

→医療機関を受診 

 濃厚接触者と特定された   →園へ連絡 

 医療機関を受診し、PCR検査を受ける  →園へ連絡 

 PCR検査の結果が出た   →園へ連絡 

  

【幼稚園の対応】 
 濃厚接触者と特定された連絡（園児・教職員）→報告を受ける 

 PCR検査を受ける旨の連絡（園児・教職員） →報告を受ける 

→川崎市（幼児教育担当）へ連絡 

→地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）衛生課（感染症対策担当）に相談 

→陽性と判断された場合に備える 

◆ 濃厚接触者と特定された園児の登園日の確認 

◆ 行動履歴の確認  （…次頁参照） 

◆ 接触者リストの作成準備 （…次頁参照） 

◆ 対応の検討    など 
 

 PCR検査の結果が出た（園児・教職員） →報告を受ける 

《結果が陽性の場合》     

→川崎市（幼児教育担当）へ連絡・神奈川県（私学振興課教育指導グループ）へ連絡 

→各区の地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）衛生課または帰国者・接触者 

相談センターに相談・助言を求める 

◆ 園における濃厚接触者の範囲の特定 

◆ 消毒方法 

◆ 休園期間の設定       など 

→臨時休園等を保護者へ周知 

→（園の判断で）報道発表する場合は、その内容の検討／川崎市（幼児教育担当）に相談 

 



◎幼稚園の休園および園児・教職員の出停の目安 
 園児・教職員が 

PCR検査を受け陽性が判明 

園児・教職員が 

濃厚接触者として特定された 

同居者が 

濃厚接触者として特定された 

幼稚園 臨時休園※１ 開 園 開 園 

園 児 治癒するまで出席停止 14日を目安に出席停止 登園可※2 

教職員 治癒するまで出勤停止 14日を目安に出勤停止 出勤可※2 

※1 園内における濃厚接触者が保健所により特定され、消毒を行った上で保健所等に相談し、適時再開 

※2 園の判断による 

※  上表は、あくまで一般的な目安であり、個々の事例や地域の感染状況に合わせ園の判断により変更 

 

◎行政機関連絡先 
⚫ 川崎市 （幼児教育担当）：    ●●●―●●●● 

⚫ 神奈川県（私学振興課教育指導グループ）： ●●●―●●●● 
 

◎地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）衛生課 

帰国者・接触者相談センター 連絡先 
 地域みまもり支援センター 

（福祉事務所・保健所支所）衛生課 

《感染症対策担当》 

帰国者・接触者相談センター 

川崎区 ●●●―●●●● ●●●―●●●● 

幸区 ●●●―●●●● ●●●―●●●● 

中原区 ●●●―●●●● ●●●―●●●● 

高津区 ●●●―●●●● ●●●―●●●● 

宮前区 ●●●―●●●● ●●●―●●●● 

多摩区 ●●●―●●●● ●●●―●●●● 

麻生区 ●●●―●●●● ●●●―●●●● 

※つながらない場合は、下記の機関または幼児教育担当に問い合わせ先を相談 

「川崎市新型コロナウイルス感染症コールセンター」 

電話番号： 044－200－0730 

相談対応時間： 午前 8時 30分から午後 9時 00分まで（土日・祝日も実施） 

 

◎行動履歴の確認および接触者リストの作成準備の例 

 
※上記、中原区役所 HP内「接触者のリストアップ表」（記載例）を参照 

中原区役所 HP（従業員に新型コロナウイルス感染が確認されたときは）→ 

      「（参考様式）接触者のリストアップ表」は中段にあります。 

 

 

 

 
※様式は、各区で対応が異なる様です。各区地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）衛生課 

にご相談ください。 

「濃厚接触者」、「濃厚接触者以外の接触者」のリストアップ

【記載例】

1ｍ以内 1ｍ以上

1 中原　太郎（事業課） 川崎市中原区○○町○丁目○○ 000-000-0000 無 ○

2 中原　花子（推進課） 川崎市中原区○○町○丁目○○ 000-000-0001 有 ○

3 中原　一郎（協働課） 川崎市中原区○○町○丁目○○ 000-000-0002 無 ○

4

5

6

月日

3月25日
（火）

10:30～
11:30

会合等の名称会合等の場所時間帯 会話等をした距離

会合等（会議・懇親会等）の出席者

●●会場
西棟３階
４０２号

●●会議

住所 電話番号
マスク
有無

御自身（患者
様）の

マスク有無

有

氏名・所属等


